
※「空き店舗・空き工場情報」は、市のホームペ
ージでご覧いただけます。また、掲載希望の方
は随時受け付けをしておりますので産業観光課
商工振興担当へお申し込みください。

都 留 市 商 工 会 空 き 店 鋪
空 き 工 場 活 用 促 進 事 業
市と商工会が連携し、市内商店街の街並み景観

の維持、地域産業の活性化を目的に、指定された
空き店舗・空き工場を借り受け、創業などを行な
う場合、次のとおり賃借料の助成を行っています。

市の「空き店舗・空き工場情報」に登録掲載され
ている店舗・工場を借り受け、営業する方

賃借料　
※限度額　月額2万円（年額12万円）

営業開始日の属する月の翌月から最長6ヵ月
都留市商工会　 （43）1570

環 境 ア ン テ ナ シ ョ ッ プ
家 賃 助 成 制 度

市の「空き店舗・空き工場情報」に登録されてい
る店舗などを利用して、「環境アンテナショップ」
を開業する方（個人、団体など）が支払う当該店舗
の賃借料を助成します。

「空き店舗・空き工場情報」に登録されている
店舗を借り受け「環境アンテナショップ」を業
とする方

賃借料　
※限度額　月額5万円（年額30万円）

営業開始日の属する月の翌月から6カ月
産業観光課　商工振興担当

循環型社会形成推進基本法に基づき、環境に優
しい商品の販売や市場動向調査をもとにした商品
開発・改善、リサイクルの推進や環境情報の発信
を行うなど循環型社会の形成に有用な店舗または
事業所をいいます。

★ 8月1日（火）～8月31日（木）
10月1日（日）

上谷二丁目1番15号　新町別館Ａ棟1階
テレワークルーム　3室（1室面積：約13.5㎡）
年中無休で24時間利用可
原則として1年間とします。1年毎の更新によ
り最長5年間の利用が可能です。（審査あり）

照明機器、契約電力30Ａ、コンセント8口(2
口×4箇所)
光回線を使ったインターネット接続に対応
した配線(マンションタイプ)が各部屋に備
わっています。
電話回線用アウトプット1箇所
机2台、椅子2脚、本棚1台　
エアコン1機
会議室1室、ミーティングルーム1室、湯沸、
便所、洗面所、コピー機1台(実費負担)
機械警備設備
月額　19,500円（共益費4,000円込）
電気料（共用部分は除く）、電話料、インタ
ーネット回線使用料

市では、情報通信技術を活用し、事業を展開する起業者や創業間もない事業者を対象とする「テレワークセンタ
ー（小規模オフィス）」の入居者を次の要領により募集します。

都 留 市 テ レ ワ ー ク セ ン タ ー 入 居 者 募 集

ＩＴ関連機器などを使用し、起業化及び経
営革新の具体的な計画を持っており、原則
として市内で事業を展開している方及びテ
レワークセンターの利用期間終了後、市内
において引き続き事業を行う意思を有する方
募集期間内に「使用許可申請書」に次の書類を
添付し、持参または郵送にて提出してくださ
い。
◎事業計画書
◎会社経歴書（個人の場合は履歴書）
◎登記簿謄本(個人の場合は代表者の住民
票)

◎直近決算書の写し（個人の場合は所得税
確定申告書の写）

◎納税証明書（法人市民税または個人住民
税）
※「使用許可申請書」及び｢事業計画書｣の様
式については、市のホームページからダ
ウンロードできます。

書類審査(必要に応じて面接)
市の条例、規則、使用許可書などを厳守
産業観光課　商工振興担当
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